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監
査
区
分

No
.

土
地
建
物
名
称
、
所
在
地
等

所
管
課

合
規
性

経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性

実
在
性

権
利
・
義
務
の
帰
属

開
示
の
適
切
性

評
価
の
妥
当
性

管
理
運
営
の
妥
当
性

行
政
財
産
 

目
的
外
使
用

許
可

A1
那
覇
市
西
3-1
00
-5（
株
式
会
社
ロ
ワ
ジ
ー

ル
ホ
テ
ル
ズ
沖
縄
に
対
す
る
貸
付
）

道
路
管
理
課

○
○

△
△

―

A2
那
覇
市
西
3-1
00
-1

（
沖
縄
製
油
株
式
会
社
に
対
す
る
貸
付
）

道
路
管
理
課

○
○

△
△

―

A3
南
風
原
町
字
新
川
伊
武
志
川
原
66
4番
70
 

（
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
に
対
す
る
貸
付
）

道
路
管
理
課

○
○

△
△

―

A4

那
覇
市
牧
志
一
丁
目
94
9
番
1,2
 

（
有
限
会
社
ミ
ナ
ミ
、
金
秀
グ
リ
ー
ン
株
式

会
社
、
株
式
会
社
信
吉
組
、
有
限
会
社
仲

宗
根
建
設
に
対
す
る
貸
付
）

下
水
道
課

○
○

△
△

―

貸
付
土
地

（
有
償
・

無
償
）

B1
那
覇
市
奥
武
山
町
44
番

（
沖
縄
県
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

○
×

△
△

―

B2
那
覇
市
首
里
真
和
志
町
一
丁
目
7番

1
（
沖
縄
県
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

○
○

△
△

―

B3
那
覇
市
前
島
三
丁
目
25
番
1

（
三
栄
冷
蔵
株
式
会
社
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

○
×

△
△

―

B4
浦
添
市
伊
奈
武
瀬
1－

55
5－

80
（
有
限
会
社
ク
ラ
ヨ
シ
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

○
×

△
×

―

B5
那
覇
市
港
町
三
丁
目
7番

35
、
36

（
具
志
堅
た
ば
こ
有
限
会
社
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

○
×

△
△

―

B6
那
覇
市
古
波
蔵
四
丁
目
40
2番

3、
4

（
旧
那
覇
市
古
波
蔵
ふ
れ
あ
い
館
）

管
財
課

○
○

○
△

―

B7
県
立
泊
高
校
、
県
立
那
覇
商
業
高
校
、
県

立
真
和
志
高
校
、
県
立
小
禄
高
校
用
地

管
財
課

○
×

△
△

―

B8

那
覇
市
港
町
一
丁
目
1番

1～
3、
一
丁

目
1番

17
、
18
（
一
部
）、
10
0番

1、
20
0番
１
（
沖
縄
県
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

○
△

×
△

―

B9
那
覇
市
港
町
一
丁
目
1番

17
、
18
（
一

部
）、
一
丁
目
1番

28
、
29
（
沖
縄
県
へ

の
貸
付
地
）

管
財
課

○
△

×
△

―

B1
0
那
覇
市
港
町
三
丁
目
1番

1、
三
丁
目

20
0番

4
（那

覇市
沿岸

漁業
協同

組合
への

貸付
地）

商
工
農
水
課

○
○

○
△

―

B1
1
那
覇
市
首
里
石
嶺
町
３
丁
目
２
２
７
番
１

（城
北
保
育
所
施
設
利
用
地
）

こ
ど
も
み
ら
い
課

○
○

○
△

―

B1
2
那
覇
市
字
仲
井
真
１
７
７
番
９

（事
業
用
貸
付
地
）

管
財
課

△
△

△
△

―

平
成
26
年

度
取
得
・
処

分
等
土
地
等

C1
そ
の
他
（那
覇
連
合
教
育
区
）

管
財
課

○
○

△
△

―

C2
地
域
学
校
連
携
施
設

生
涯
学
習
課

○
○

△
△

△

C3
福
祉
施
設
へ
の
無
償
貸
付

障
が
い
福
祉
課

○
○

×
△

―

C4
与
儀
幼
稚
園

こ
ど
も
政
策
課

○
○

○
△

―

C5
久
場
川
市
営
住
宅
跡
地
売
却

建
設
企
画
課

○
○

○
△

―

監
査
区
分

No
.

土
地
建
物
名
称
、
所
在
地
等

所
管
課

合
規
性

経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性

実
在
性

権
利
・
義
務
の
帰
属

開
示
の
適
切
性

評
価
の
妥
当
性

管
理
運
営
の
妥
当
性

普
通
財
産

（
未
利
用
土

地
等
）

D1
那
覇
市
安
謝
２
丁
目
１
１
４
番
１

（
国
道
58
号
(安
謝
市
営
側
道
路
)）

管
財
課

○
○

○
△

―

D2
那
覇
市
安
謝
２
丁
目
１
０
１
番
２

（
安
謝
市
営
住
宅
入
口
道
路
）

管
財
課

○
△

△
―

―

D3
那
覇
市
曙
２
丁
目
１
７
番
３
（
残
地
）

管
財
課

○
○

○
△

―

D4
那
覇
市
字
安
謝
２
２
８
番
７
、
那
覇
市
字

安
謝
２
２
８
番
９
（
道
路
）

管
財
課

○
○

○
△

―

D5
那
覇
市
久
茂
地
３
丁
目
１
０
０
番
１

（
県
道
の
一
部
）

管
財
課

○
△

○
△

―

D6

那
覇
市
古
波
蔵
３
丁
目
３
４
０
番
１
５
６
、

那
覇
市
古
波
蔵
３
丁
目
３
４
０
番
１
６
２

（
３
丁
目
３
４
０
番
１
５
６
（
国
道
32
9

号
一
部
）、
３
丁
目
３
４
０
番
１
６
２
（
国

道
潰
れ
地
(市
道
一
部
))

管
財
課

○
△

△
△

―

D7
那
覇
市
楚
辺
１
丁
目
１
６
８
番
６
（
畑
）、

１
丁
目
１
６
８
番
７
（
畑
）

管
財
課

○
×

△
△

―

D8
那
覇
市
辻
２
丁
目
９
番
１
０
（
拝
所
「
志

良
堂
御
嶽
（
し
ら
ど
ー
う
た
き
）」
）

管
財
課

○
×

△
△

―

D9
那
覇
市
泊
２
丁
目
２
４
番
１

（
不
法
占
拠
（
駐
車
ス
ペ
ー
ス
））

管
財
課

○
×

△
△

―

D1
0

那
覇
市
牧
志
１
丁
目
１
２
３
番
２
４
、
那

覇
市
牧
志
１
丁
目
１
２
３
番
２
８
、
那
覇

市
牧
志
１
丁
目
１
２
３
番
３
１（
牧
志（
一

銀
通
り
））

管
財
課

○
△

△
△

―

D1
1
那
覇
市
首
里
当
蔵
町
３
丁
目
２
１
番
４

（
売
却
済
み
）

管
財
課

○
△

△
△

―

D1
2
那
覇
市
字
真
地
２
７
５
番
地
６
、
２
７
６

番
地
６
(沖
縄
県
立
盲
学
校
敷
地
一
部
)

管
財
課

○
○

○
△

―

D1
3
那
覇
市
首
里
久
場
川
町
２
丁
目
２
８
番
地
５

(久
場
川
用
地
)

管
財
課

○
×

△
△

―

D1
4
那
覇
市
首
里
儀
保
町
４
丁
目
４
５
番
１

(拝
所
（
紙
漉
所
跡
）
)

管
財
課

○
×

△
△

―

D1
5
那
覇
市
首
里
儀
保
町
４
丁
目
７
９
番

(沖
縄
県
使
用
地
県
道
８
２
号
線
)

管
財
課

○
△

△
△

―

D1
6
那
覇
市
松
川
２
丁
目
１
０
６
番
３

(那
覇
市
松
川
遊
休
地
)

管
財
課

○
△

△
△

―

D1
7

＜
軍
用
地
＞

那覇
市住

吉町
１丁

目１
３７

番１
(那
覇軍

港内
)

那
覇
市
住
吉
町
３
丁
目
８
番（
那
覇
軍
港
内
）

那
覇
市
字
赤
嶺
２
９
１
番（
自
衛
隊
基
地
内
）

管
財
課

○
○

○
―

―

目
的
相
違
土

地
等

E1
若
松
市
営
住
宅
跡
（
津
波
避
難
ビ
ル
建
設

予
定
地
）

総
務
課

○
○

○
△

―

E2
事
業
用
地
（
旧
仮
庁
舎
跡
）

管
財
課

○
○

○
△

△
E3

埋
蔵
文
化
財
赤
平
収
蔵
庫

文
化
財
課

○
○

○
△

△

E4
な
は
市
民
協
働
プ
ラ
ザ

ま
ち
づ
く
り
協
働

推
進
課

○
○

○
△

△

E5
清
掃
工
場
建
物
用
地

ク
リ
ー
ン
推
進
課

○
○

○
△

△

E6
旧
安
謝
沈
砂
池
用
地
（
現
在
、
市
道
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

○
○

○
―

―

E7
旧
石
嶺
ポ
ン
プ
場
用
地

（
医
療
法
人
葦
の
会
へ
の
賃
貸
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

○
○

○
△

―

E8
旧
集
中
監
視
セ
ン
タ
ー
用
地
、
旧
集
中
監

視
セ
ン
タ
ー
道
路
用
地
、
旧
集
中
監
視
セ

ン
タ
ー
建
物
（
以
上
、
個
人
へ
賃
貸
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

○
○

○
△

―

E9
水
源
用
地
及
び
水
源
保
護
用
地
（
一
部
を

軍
用
地
と
し
て
、
沖
縄
防
衛
局
へ
賃
貸
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

○
○

―
―

―

E1
0
旧
導
水
管
用
地

（
宜
野
湾
市
、
遊
休
地
、
一
部
賃
貸
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

○
○

○
△

△

旧
導
水
管
用
地
（
浦
添
市
、
遊
休
地
）

○
○

○
△

△

そ
の
他
の
検

討
土
地
等

F1
那
覇
市
西
消
防
署

消
防
局
(総
務
課
)

○
○

△
○

―
F2

那
覇
市
保
健
所
土
地
建
物

健
康
増
進
課

○
○

○
○

―
F3

那
覇
市
保
健
セ
ン
タ
ー
用
地

地
域
保
健
課

○
○

○
△

―



監
査
区
分

No
.

土
地
建
物
名
称
、
所
在
地
等

所
管
課

監
査
結
果
の
概
要
（
掲
載
ペ
ー
ジ
）

指
摘

意
見

行
政
財
産
 

目
的
外
使
用

許
可

A1
那
覇
市
西
3-1
00
-5（
株
式
会
社
ロ
ワ
ジ
ー

ル
ホ
テ
ル
ズ
沖
縄
に
対
す
る
貸
付
）

道
路
管
理
課

―
普
通
財
産
へ
切
り
替
え
て
の
貸
付
、
又
は
売
却
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
(82
)

A2
那
覇
市
西
3-1
00
-1 

（
沖
縄
製
油
株
式
会
社
に
対
す
る
貸
付
）

道
路
管
理
課

―
普
通
財
産
へ
切
り
替
え
て
の
貸
付
、
又
は
売
却
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
(83
)

A3
南
風
原
町
字
新
川
伊
武
志
川
原
66
4番

70
 

（
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
に
対
す
る
貸
付
）

道
路
管
理
課

―
普
通
財
産
へ
切
り
替
え
て
の
貸
付
、
又
は
売
却
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
(84
)

A4

那
覇
市
牧
志
一
丁
目
94
9番

1,2
 

（
有
限
会
社
ミ
ナ
ミ
、
金
秀
グ
リ
ー
ン
株
式

会
社
、
株
式
会
社
信
吉
組
、
有
限
会
社
仲

宗
根
建
設
に
対
す
る
貸
付
）

下
水
道
課

―
普
通
財
産
に
切
り
替
え
た
う
え
で
貸
し
付
け
、
公
共
的
施

設
を
実
際
に
建
設
す
る
段
階
で
再
度
行
政
財
産
に
戻
す
と

い
う
扱
い
を
す
べ
き
(86
)

貸
付
土
地

（
有
償
・

無
償
）

B1
那
覇
市
奥
武
山
町
44
番
（
沖
縄
県
へ
の

貸
付
地
）

管
財
課

政
教
分
離
原
則
違
反
状
態
（
そ
の
疑
義
が
持
た
れ
る
状
態

を
含
む
。）
を
解
消
す
べ
き
で
あ
る
(93
)

―

B2
那
覇
市
首
里
真
和
志
町
一
丁
目
7番

1 
（
沖
縄
県
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

―
県
へ
譲
与
す
べ
き
で
あ
る
(95
)

B3
那
覇
市
前
島
三
丁
目
25
番
1 

（
三
栄
冷
蔵
株
式
会
社
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

①
契
約
条
項
に
違
反
す
る
行
為
が
発
覚
し
た
場
合
は
、
直

ち
に
是
正
の
要
求
、
契
約
解
除
等
の
措
置
を
執
る
こ
と
の

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
(98
) 

②
本
件
土
地
に
不
特
定
多
数
の
者
が
立
ち
入
ら
ぬ
よ
う
、

注
意
喚
起・
警
告
の
看
板
の
設
置
等
を
す
べ
き
で
あ
る
(98
)

賃
貸
借
契
約
の
条
項
に
、
反
社
会
的
勢
力
排
除
条
項
、
有

害
化
学
物
質
の
製
造
・
使
用
等
に
関
す
る
条
項
を
盛
り
込

む
べ
き
で
あ
る
(98
)

B4
浦
添
市
伊
奈
武
瀬
1－

55
5－

80
 

（
有
限
会
社
ク
ラ
ヨ
シ
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

①
早
急
に
賃
貸
借
契
約
書
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
(10
0) 

②
土
地
の
地
代
に
つ
き
、
那
覇
市
管
財
事
務
取
扱
要
領
29
条

1項
⑵
に
よ
る
正
し
い
金
額
に
改
定
す
べ
き
で
あ
る
(10
0)

返
還
を
予
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
て

売
却
す
べ
き
で
あ
る
(10
0)

B5
那
覇
市
港
町
三
丁
目
7番

35
、
36
 

（
具
志
堅
た
ば
こ
有
限
会
社
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

土
地
貸
付
台
帳
上
の
契
約
期
間
の
記
載
を
現
実
ど
お
り
に

修
正
す
べ
き
で
あ
る
(10
1)

営
利
目
的
で
使
用
す
る
状
態
が
継
続
す
る
と
思
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
て
売
却
す
べ
き
で
あ
る
(10
1)

B6
那
覇
市
古
波
蔵
四
丁
目
40
2番

3、
4 

（
旧
那
覇
市
古
波
蔵
ふ
れ
あ
い
館
）

管
財
課

―
有
効
活
用
の
方
法
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
土
地
を
売

却
す
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
(10
2)

B7
県
立
泊
高
校
、
県
立
那
覇
商
業
高
校
、
県

立
真
和
志
高
校
、
県
立
小
禄
高
校
用
地

管
財
課

借
主
と
の
間
で
使
用
貸
借
契
約
書
を
作
成
し
、
そ
れ
に
応

じ
て
土
地
台
帳
上
の
記
載
を
補
充
す
べ
き
で
あ
る
(10
4)

行
政
財
産
に
分
類
し
、
行
政
財
産
と
し
て
貸
し
付
け
る
べ

き
で
あ
る
(10
4)

B8

那
覇
市
港
町
一
丁
目
1番

1～
3、
一
丁

目
1番

17
、
18
（
一
部
）、
10
0番

1、
20
0番
１
（
沖
縄
県
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
へ
の
貸
付
地
）

管
財
課

①
各
土
地
の
土
地
台
帳
上
の
貸
付
区
分
の
記
載
を
「
有
償

貸
付
」
に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
(10
6) 

②
那
覇
市
港
町
一
丁
目
1番

2及
び
3、
10
0番

1、
20
0

番
1の
各
土
地
の
う
ち
「
泊
い
ゆ
ま
ち
」
用
地
以
外
の
部

分
に
つ
い
て
、
土
地
台
帳
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
(10
6)

―

B9
那
覇
市
港
町
一
丁
目
1番

17
、
18
（
一

部
）、
一
丁
目
1番

28
、
29
（
沖
縄
県
へ

の
貸
付
地
）

管
財
課

各
土
地
の
土
地
台
帳
上
の
契
約
期
間
の
記
載
を
現
実
ど
お

り
に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
(10
7)

①
各
土
地
を
行
政
財
産
に
分
類
し
、
行
政
財
産
と
し
て
貸

し
付
け
る
べ
き
で
あ
る
(10
7) 

②
各
土
地
は
、
県
へ
の
譲
与
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
(10
7)

B1
0
那
覇
市
港
町
三
丁
目
1番

1、
三
丁
目

20
0番

4 
（那

覇市
沿岸

漁業
協同

組合
への

貸付
地）

商
工
農
水
課

―
①
適
正
な
賃
貸
料
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
(10
8) 

②
賃
貸
料
の
減
免
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
定
期
的

に
借
主
の
決
算
内
容
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
(10
8)

B1
1
那
覇
市
首
里
石
嶺
町
３
丁
目
２
２
７
番
１
 

(城
北
保
育
所
施
設
利
用
地
)

こ
ど
も
み
ら
い
課

城
北
保
育
所
に
対
す
る
賃
貸
料
の
見
直
し
が
必
要
(11
0)

市
保
育
所
の
賃
料
の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
(11
1)

B1
2
那
覇
市
字
仲
井
真
１
７
７
番
９

(事
業
用
貸
付
地
)

管
財
課

実
質
貸
付
地
の
面
積
を
確
認
す
べ
き
(11
3)

―

平
成
26
年

度
取
得
・
処

分
等
土
地
等

C1
そ
の
他
(那
覇
連
合
教
育
区
)

管
財
課

公
有
財
産
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
(11
6)

沖
縄
県
が
一
括
で
管
理
し
た
方
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
な

利
活
用
が
可
能
(11
6)

C2
地
域
学
校
連
携
施
設

生
涯
学
習
課

―
①
施
設
の
費
用
と
効
果
（
便
益
）
及
び
当
該
施
設
の
利
用

度
の
向
上
に
つ
い
て
(11
8) 

②
利
用
目
的
を
管
理
す
る
体
制
の
構
築
が
必
要
(11
9)

C3
福
祉
施
設
へ
の
無
償
貸
付

障
が
い
福
祉
課

土
地
を
取
得
し
た
際
の
台
帳
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
な

い
(12
2)

有
償
貸
付
へ
の
変
更
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
(12
1)

C4
与
儀
幼
稚
園

こ
ど
も
政
策
課

―
待
機
児
童
の
解
消
と
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
・
保

育
の
更
な
る
充
実
を
図
る
た
め
に
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
の

効
果
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
が
求
め
ら
れ
る
(12
3)

C5
久
場
川
市
営
住
宅
跡
地
売
却

建
設
企
画
課

―
市
営
住
宅
事
業
を
見
直
し
、
市
の
財
政
負
担
削
減
を
図
る

こ
と
が
望
ま
し
い
(12
5)

監
査
区
分

No
.

土
地
建
物
名
称
、
所
在
地
等

所
管
課

監
査
結
果
の
概
要
（
掲
載
ペ
ー
ジ
）

指
摘

意
見

普
通
財
産（
未

利
用
土
地
等
）

D1
那
覇
市
安
謝
２
丁
目
１
１
４
番
１
 

（
国
道
58
号
(安
謝
市
営
側
道
路
))

管
財
課

―
隣
接
の
地
主
へ
の
無
償
譲
渡
そ
の
他
民
間
へ
の
処
分
も
含
め

て
検
討
す
べ
き
(12
7)

D2
那
覇
市
安
謝
２
丁
目
１
０
１
番
２
 

（
安
謝
市
営
住
宅
入
口
道
路
）

管
財
課

認
定
外
道
路
の
所
管
を
整
理
し
、
適
切
な
維
持
管
理
が
可
能

と
な
る
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
(12
8)

―

D3
那
覇
市
曙
２
丁
目
１
７
番
３
（
残
地
）

管
財
課

―
隣
地
へ
の
無
償
譲
渡
等
も
含
め
検
討
す
べ
き
(13
0)

D4
那
覇
市
字
安
謝
２
２
８
番
７
、
那
覇
市
字
安
謝

２
２
８
番
９
（
道
路
）

管
財
課

―
無
償
処
分
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
(13
1)

D5
那覇

市久
茂地

３丁
目１

００
番１

（県
道の

一部
）

管
財
課

財産
の権

利関
係等

が未
確定

の状
況は

早急
に解

消す
べき

(13
2)

県が
一括

管理
した

方が
効率

的か
つ効

果的
な利

活用
がな

され
る
(13
2)

D6
那覇
市古

波蔵
３丁

目３
４０

番１
５６

、那
覇市

古波
蔵３

丁目
３４
０番

１６
２（

３丁
目３

４０
番１

５６
（国

道3
29
号一

部）
、

３丁
目３

４０
番１

６２
（国

道潰
れ地

(市
道一

部)
)

管
財
課

―
①隣
接地
への
処分
も含
めて
検討
すべ
き
(13
4) 

②認
定外
道路
につ
いて
も適
切な
維持
管理
が必
要
(13
4)

D7
那
覇
市
楚
辺
１
丁
目
１
６
８
番
６
（
畑
）、
１
丁

目
１
６
８
番
７
（
畑
）

管
財
課

不
法
占
拠
状
態
を
解
消
す
べ
き
(13
6)

近
隣
地
へ
の
処
分
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
(13
6)

D8
那
覇
市
辻
２
丁
目
９
番
１
０
 

（
拝
所
「
志
良
堂
御
嶽
（
し
ら
ど
ー
う
た
き
）」
）

管
財
課

①
不
法
占
拠
状
態
を
解
消
す
べ
き
(13
8) 

②
拝
所
の
取
扱
に
つ
い
て
（
政
教
分
離
の
原
則
の
観
点
に
照

ら
し
て
検
討
が
必
要
）
(13
8)

―

D9
那
覇
市
泊
２
丁
目
２
４
番
１
 

（
不
法
占
拠
（
駐
車
ス
ペ
ー
ス
））

管
財
課

不
法
占
拠
状
態
を
解
消
す
べ
き
(13
9)

―

D1
0

那覇
市牧

志１
丁目

１２
３番

２４
、那

覇市
牧志

１丁
目１

２３
番２
８、
那覇

市牧
志１

丁目
１２

３番
３１

（牧
志（

一銀
通り

））
管
財
課

―
県
に
対
す
る
無
償
貸
付
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
交
換
、
寄
贈

等
含
め
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
運
用
を
検
討
す
べ
き
(14
1)

D1
1
那覇

市首
里当

蔵町
３丁

目２
１番

４（
売却

済み
）

管
財
課

公
有
財
産
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
(14
1)

―

D1
2
那
覇
市
字
真
地
２
７
５
番
地
６
、
２
７
６
番
地
６

(沖
縄
県
立
盲
学
校
敷
地
一
部
)

管
財
課

―
沖
縄
県
へ
の
敷
地
の
売
却
が
必
要
で
あ
る
(14
3)

D1
3
那覇
市首
里久
場川
町２
丁目
２８
番地
５(
久場
川用
地
)

管
財
課

無断
使用

され
てい

る土
地の

売却
処分

が必
要で

ある
(14
5)

―

D1
4
那覇

市首
里儀

保町
４丁

目４
５番

１ 
(拝
所（

紙漉
所跡

）)
管
財
課

拝
所
は
所
有
者
で
あ
る
那
覇
市
の
管
理
の
も
と
他
の
拝
所
も

含
め
た
対
応
が
必
要
で
あ
る
(14
7)

―

D1
5
那
覇
市
首
里
儀
保
町
４
丁
目
７
９
番
 

(沖
縄
県
使
用
地
県
道
８
２
号
線
)

管
財
課

―
沖
縄
県
の
所
有
財
産
と
の
交
換
等
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

(14
8)

D1
6
那
覇
市
松
川
２
丁
目
１
０
６
番
３
 

(那
覇
市
松
川
遊
休
地
)

管
財
課

土
地
の
賃
貸
借
契
約
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
契
約
締
結

を
行
う
こ
と
(15
0)

―

D1
7

＜
軍
用
地
＞
 

那覇
市住

吉町
１丁

目１
３７

番１
(那
覇軍

港内
) 

那
覇
市
住
吉
町
３
丁
目
８
番
（
那
覇
軍
港
内
） 

那
覇
市
字
赤
嶺
２
９
１
番
（
自
衛
隊
基
地
内
）

管
財
課

―

米
軍
基
地
問
題
の
解
決
は
、
沖
縄
県
の
最
重
要
課
題
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
お
り
、
那
覇
市
に
お
い
て
も
那
覇
軍
港
返
還
後

の
跡
地
利
用
等
、
市
の
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
の
課
題
が
あ

る
(15
6)

目
的
相
違

土
地
等

E1
若
松
市
営
住
宅
跡（
津
波
避
難
ビ
ル
建
設
予
定
地
）

総
務
課

―
想定
浸水
地域
にお
ける
津波
避難
ビル
のカ
バー
率に
つい
て
(16
2)

E2
事
業
用
地
（
旧
仮
庁
舎
跡
）

管
財
課

―
①
行
政
目
的
と
し
て
利
用
す
る
見
込
み
が
無
い
場
合
は
、
民
間

へ
の
売
却
の
可
能
性
も
含
め
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
(16
6) 

②
運
営
状
況
報
告
に
つ
い
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
(16
7)

E3
埋
蔵
文
化
財
赤
平
収
蔵
庫

文
化
財
課

―
文
化
財
の
保
護
を
着
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
(17
0)

E4
な
は
市
民
協
働
プ
ラ
ザ

ま
ち
づ
く
り

協
働
推
進
課

―
今後

の効
果的

かつ
効率

的な
管理

運営
が必

要で
ある

(17
3)

E5
清
掃
工
場
建
物
用
地

ク
リ
ー
ン

推
進
課

―

①
廃
止
ま
で
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
縮

減
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
(18
3) 

②
コ
ス
ト
面
も
課
題
で
あ
る
が
、
球
技
に
適
し
た
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
を
す
る
必
要
が
あ
る
(18
3)

E6
旧
安
謝
沈
砂
池
用
地
（
現
在
、
市
道
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

―

現
在
、
市
道
で
あ
る
E6
の
旧
安
謝
沈
砂
池
用
地
を
除
き
、

E7
か
ら
E1
0の
用
地
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
水
道
事
業
の

用
に
供
す
る
計
画
が
無
い
場
合
は
、
民
間
等
へ
の
売
却
も
含

め
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
(18
8)

E7
旧石
嶺ポ
ンプ
場用
地（
医療
法人
葦の
会へ
の賃
貸）

上下
水道
局（
総務
課）

―

E8
旧集
中監
視セ
ンタ
ー用
地、
旧集
中監
視セ
ンタ
ー道
路

用地
、旧
集中
監視
セン
ター
建物
（以
上、
個人
へ賃
貸）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

―

E9
水
源
用
地
及
び
水
源
保
護
用
地
（
一
部
を
軍
用
地

と
し
て
、
沖
縄
防
衛
局
へ
賃
貸
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

―

E1
0
旧導
水管
用地
（宜
野湾
市、
遊休
地、
一部
賃貸
）

上
下
水
道
局

（
総
務
課
）

―
旧
導
水
管
用
地
（
浦
添
市
、
遊
休
地
）

―

そ
の
他
の

検
討
土
地
等

F1
那
覇
市
西
消
防
署

消
防
局

(総
務
課
)

―

①リ
ース
方式
によ
る庁
舎等
の取
得に
つい
ては
、メ
リッ

ト、
デメ
リッ
トを
考慮
して
行う
必要
があ
る
(19
3) 

②リ
ース
資産
の固
定資
産台
帳に
おけ
る取
り扱
いに
つい

て留
意す
る必
要が
ある

(19
3)

F2
那
覇
市
保
健
所
土
地
建
物

健
康
増
進
課

―
沖
縄
県
と
の
普
通
財
産
譲
渡
に
係
る
有
償
、
無
償
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
は
市
民
に
対
す
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
(19
5)

F3
那
覇
市
保
健
セ
ン
タ
ー
用
地

地
域
保
健
課

―
取
得
価
額
が
高
額
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
な
る
土
地
の
有
効
活

用
が
求
め
ら
れ
る
(19
7)
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床
面
積
（
㎡
）

年
間
賃
料
（
円
）

消
費
税
込

住
所

小
禄
収
蔵
庫

33
7

－
那
覇
市
金
城
3
丁
目
5
番
3
号

仲
井
真
収
蔵
庫

18
8

－
那
覇
市
字
仲
井
真
17
0
番
地
1

南
風
原
収
蔵
庫

床
　
27
8.
19

（
敷
地
　
91
9）

3,
24
0,
00
0
南
風
原
町
字
津
嘉
山
川
下
原
17
07
番
地

安
謝
小
（
機
械
室
内
）

（
教
　
室
）

45
－

那
覇
市
安
謝
2
丁
目
15
番
28
号

67
.5

－

と
ま
り
ん
収
蔵
庫

（
と
ま
り
ん
地
下
）

54
－

那
覇
市
前
島
3
丁
目
25
番
1
号

旧
赤
平
保
育
所

【
保
育
室
】
の
み

34
1.
51
の
う
ち

【
18
5】

－
那
覇
市
首
里
赤
平
2
丁
目
69
番
地

宇
栄
原
公
設
市
場

10
3.
4

－
那
覇
市
宇
栄
原
4
丁
目
17
番
9
号



















普
天
間
飛
行
場（
中

央
上
部
分
で
、
2

箇
所
の
〇
印
が
水

源
用
地
・
水
源
保

護
用
地
）






















